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■ ７月の子どもの健診
健診名：■対／３・４カ月児：令和５年３月生まれ
　　　　　　１歳６カ月児：令和３年12月生まれ
　　　　　　３歳児：令和２年６月生まれ
■所文化会館たづくり西館保健センター１階　
■他■問詳細は健診月の前月初旬に郵送する通知参照。転
入者や日程変更希望の方は健康推進課☎441－6081

■ ７月のこども歯科相談室

■所文化会館たづくり西館保健センター２階　
■内むし歯予防の話、歯科健診、歯磨きの話　
■申■問５月23日㈫午前９時から①電子申請②～⑥随時⑦
電話で健康推進課☎441－6081

■ 児童育成手当の申請はお済みですか
　６月分以降の児童育成手当は、申請者の令和４年分
（令和４年１～12月）の所得をもとに支給の可否を決定
します。これまで所得制限により手当を受給していな
い方が、令和４年分の所得が所得制限額未満となった

場合、新たに手当を受給するためには申請が必要です。
■他申請に必要な書類や所得制限は、子ども家庭課へ問
い合わせ※児童育成手当はひとり親家庭や児童に一定
の障害のある家庭などのための手当
■申■問子ども家庭課☎481－7093

■ 令和５年度児童手当・児童育成手当の現況届（年度更新届）の受け付け
　５月31日㈬以降、手続きが必要な方へ現
況届を送付します。期限までに提出のない
場合は、手当の支給が保留となります。
※児童手当は制度改正により、原則、現況
届の提出不要（省略）
■申■問６月30日㈮午後５時15分（必着）までに直接また
は郵送で〒182－8511市役所３階子ども家庭課☎481－
7093。児童手当はマイナポータル（ぴったりサービス）
で電子申請可

■ 多胎児家庭育児用品等購入支援給付金を支給
■対申請日時点で市内に住民登録があり、多胎児（双子、
三つ子など）がいる世帯で、次の①～③のいずれかに
該当する世帯①児童育成手当を受給中②就学援助対象
③市民税が非課税　
■内Ⓐ多胎児用ベビーカーまたはチャイルドシート（２
歳になる日までに多胎児１組につき１回まで）Ⓑラン
ドセル（小学校入学時に児童１人につき１回まで）Ⓒ
制服（原則中学校・高等学校の入学時に、児童１人に
つき計２回まで）※Ⓐ～Ⓒいずれも該当の多胎児が使
用するもの
■申■問Ⓐ育児用品購入日から３カ月以内Ⓑ小学校入学予
定日の１年前から入学後３カ月以内Ⓒ入学から３カ月
以内に、申請書（子ども政策課（市役所３階）、子ども
家庭支援センターすこやかなどで配布、または市■HPか
ら印刷可）を〒182－8511市役所子ども政策課
☎481－7757・7106へ郵送（必着）または持参

■ 活動助成対象者・グループの募集
①芸術文化・スポーツ活動支援給付金
■対１年以上継続して市内に住民登録がある18歳未満の
子どもで、次の①～③のいずれかに該当する世帯①児

童育成手当を受給中②就学援助対象③市民税が非課税
主な要件／芸術文化・スポーツ活動などの分野で、令
和元年度から申請時までの間に全国規模の大会などで
優秀な成績を収め、今後も活動を継続する予定がある　
支給額／個人１件につき10万円まで
支給対象期間と経費／令和５年４月１日～令和６年３
月31日㈰に支払われる大会への参加費用、遠征費のほ
か、日頃の活動などに必要な費用　
②子育て支援活動助成事業
■対市民を対象に、子育て支援または子どものための活
動を行う個人やグループ
主な要件／個人とグループの代表者が市内に在住・在
勤・在学の満15歳以上（中学生を除く）で、グループ
構成員の半数以上が市内に在住・在勤・在学
助成額／個人やグループ１件につき２万円まで
助成対象期間／令和５年４月１日～令和６年３月31日
㈰に実施の事業
①②共に　
■他書類審査あり。詳細は市■HPまたは子ども政策課（市
役所３階）などで配布する応募の手引き参照　
■申■問申請書（子ども政策課、子ども家庭支援センター
すこやかなどで配布、または市■HPから印刷可）を６月
30日㈮（消印有効）までに〒182－8511市役所子ども
政策課☎481－7757・7106へ郵送または持参

■ シルバー児童学習教室
　教員経験や学習塾などでの指導経験のあるシルバー
会員が、基礎の習熟を重視して指導します。
①下石原教室
■程５年生算数・６年生国語：水曜日　５年生国語・６
年生算数：金曜日　■所下石原地域福祉センター　
②調布ケ丘教室
■程５・６年生国語：火曜日　算数：木曜日
■所調布ケ丘地域福祉センター　
①②共に
■期４月～令和６年３月　
■時午後６時～７時30分　■対小学５・６年生　
■費１教科月3000円（別途教材費月100円。ワーク代実
費あり）
■他各教室２人以上で開講（１教科のみの受講可）
■申■問市シルバー人材センター☎487－9375

健診名 対　　象 日　時

①１歳児 令和４年６・７月生まれ ７月12日㈬午前

②２歳児 令和３年６・７月生まれ ７月７日㈮午前
　　19日㈬午前

③２歳
　６カ月児

令和２年12月・
令和３年１月生まれ

７月14日㈮午前
　　26日㈬午前

④３歳
　６カ月児

令和元年12月・
令和２年１月生まれ

７月５日㈬午後
⑤４歳児 令和元年６・７月生まれ

⑥５・６
　歳児

平成29年４月～
平成30年７月生まれ ７月28日㈮午後

⑦矯正相談 ３歳～中学生

 専用フォーム

■対就学前の子どもと保護者　■申■問５月22日㈪以降の平日午前９時30
分～午後４時に各保育園・幼稚園
※車での来場不可。申し込みが必要な場合■要申と記載

認可保育園や幼稚園などが実
施する

地域交流事業・園庭開放

公・私立保育園の地域交流事業
●金子保育園☎483－4410
　園庭で遊ぼう■要申 ■程６月１日㈭
●上石原保育園☎484－0234
　園庭で遊ぼう■要申 ■程６月６日㈫
　泥んこ遊び■要申 ■程６月20日㈫
●富士見保育園☎481－7671
　一緒に遊ぼう（園庭）■要申 ■程６月７日㈬
●皐月保育園☎482－2323
　園庭開放　■程６月１日㈭・15日㈭
●緑ヶ丘保育園☎03－3309－5605
　遊びの広場■要申 ■程６月３日㈯・17日㈯
●双葉保育園☎485－6651
　園庭開放■要申 ■程６月６日㈫
●レオ保育園☎488－4127
　園庭で遊ぼう■要申 ■程６月21日㈬
●エンゼルランド☎480－6860
　保育園てどんなところ？■要申 ■程随時
　じゃがいも掘り■要申 ■程６月中旬
●調布なないろ保育園☎444－3900
　０歳児クラスで遊ぼう■要申 ■程６月７日㈬
　園庭で遊ぼう■要申 ■程６月９日㈮
　登録園庭開放■要申 ■程毎週金曜日

●調布城山保育園☎452－9496
　公園で遊ぼう（柴崎公園グラウンド）　
■程５月25日㈭、６月８日㈭

●東京YWCAまきば保育園☎483－5208
　子育て支援　たんぽぽ広場■要申
■程毎週火・水・木曜日

●城山保育園上石原☎490－2031
　お外で遊ぼう■要申 ■程６月１日㈭・15日㈭
●調布ヶ丘ちとせ保育園☎442－4661
　一緒に英語で遊ぼう■要申 ■程５月23日㈫
●ピノキオ幼児舎つつじヶ丘保育園☎490－2270
　①５月生まれ誕生会②６月生まれ誕生会■要申
■程①５月24日㈬②６月27日㈫

●プティ仙川ちとせ保育園☎03－5384－2551
　ふれあい遊び・廃材遊び■要申
■程６月７日㈬・14日㈬・21日㈬・28日㈬

●菊野台かしのみ保育園☎444－1467
　体操・ダンス・園庭開放■要申 ■程６月20日㈫
●つつじヶ丘どろんこ保育園☎03－5315－9412
　ロールサンドを作ろう■要申 ■程６月23日㈮
●深大寺保育園☎485－2828
　じゃがいも堀り■要申 ■程６月19日㈪

●上布田保育園☎482－2564
　０～２歳児保育園体験　第１回■要申 ■程６月21日㈬
　オートミール石けん作り■要申 ■程６月10日㈯
●仙川保育園☎03－3300－1055
　一緒に遊ぼう■要申 ■程５月30日㈫
●ぽけっとランド仙川保育園☎03－6709－1016
　たんぽぽの会■要申 ■程５月24日㈬
●多摩川保育園☎483－4667
　乳児と迷路あそび、園庭開放　■程６月９日㈮
　人形劇、園庭開放■要申 ■程６月14日㈬
●家庭的保育施設たんぽぽ☎444－5718
　手形・足形でおさかなを作ろう■要申 ■程６月１日㈭

幼稚園の園庭開放
●駿河台大学第一幼稚園☎487－4111
　講演会　■程６月１日㈭
　園庭開放　■程６月21日㈬
●調布白菊幼稚園☎03－3309－6111
　キッズランド■要申 ■程６月６日㈫
●仙川教会子どもの家☎03－3300－8159
　すくすくワールド　園庭で色水遊び■要申
■程５月29日㈪

　父の日のプレゼントを作ろう■要申 ■程６月12日㈪
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